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要旨 

亜牢 ・世界各国において・ イ / ベーショ ユ碇進 に係る 虞械坊席まソ 仁拘 @L. イノベーション 促進に向けた 周ゆ仮男帯 

尭轄ま 配分の 仕荻み ，タヌ テ ムカ重要となってきている。 本 捕吏においてはそのような タ ステムの あ ソ カメ r 持し・ 公 

め 研究 穏街 との 栂 対雛 直 づける 舌め ・主要各国の 機 打 ， 梅 度の比較の窟 % ガ・ 6 号 寮哲 行うことによ ダ ・ イ ノバーション 

侶進 に向けた 寅令 配分 弗卸づ嬢牡 生乾固 yr お伊 る氏 % 台美の研究 常君 能力な ぶ の MS に お 伊る托況 によって異なっを 

クステム カゥ礒 寒さねることを 示した。 

キーフード，イノベーション・ 毛樹鍛 NIS 

]. はじめに 

世界各国において @  国自らが多くの 研究開発資金を 投資しており、 その国全体のイノベーションシステム (NlS) の 

一部をなすとともに、 そのシステム 自体にも大きな 影 菩を与えている。 そのような中、 近年、 世界各国の科学技術・ 産業 

政策において @  如何にイノベーションを 促進するかということが 大きな課題となりつつあ り、 その一環として イ / ベ一 

ションに向けた 資金配分利 T あ るいは 組窩 ・機関を整備する 動きがあ るが、 これらの制度・ 組樹宙 各国において 類似点 

もあ るものの・大きく 異なったものとなっている。 

このように制度・ 組偉 が異なる理由として @ 各国におけるイノベーション 政策競争の中で、 唯一のべストの 解を求め、 

試行錯誤の中、 各様の組 牡 ・制度が構築されてきているとの 見方も可能であ るが、 一方で、 各国はそれぞれのイノベーシ 

ョンシステムの 中でその国のイノベーションシステムに 応じた籠城・ 制度を構築してきているとの 見方も可能であ る。 本 

論文において lt  後者の見方に 基づき、 各国に設立されつつあ るイノベーション 促進型の黄金配分機関が 何故そのような 

制度・籠城となっているのかについて、 分析・解釈を 行うものてあ る。 

なお、 ここで資金配分機関と l%  研究テーマを 確定した上で、 不特定の研究実施機関に 対して、 直接、 国の研究開発 資 

金を配分する 機関を指し、 国自らの場合と 国から独立した 法人であ る場合の両方を 含むものとする。 したがって、 研究テ 

ーマを特定しない 上で特定の機関に 資金配分する 機関は含まない。 

2, 国   ・ とイ /                                システムの種類 

国の研究開発資金 @ 曲その政策目的に 応じて、 大学・公的機関民間企業のいずれかに 配分されることになるが、 本論 

丈 において @  その目的および 研究開発の成果に 係る主要需要者の 視点から、 以下のように 分類する。 

科 % 増進型 ( サイェンス増進型 D: 科学・知識の 増進を主目的としたものであ り、 したがって、 その成果の且 終 

需要者として @  国民に念頭においたもの。 そのため、 この主たる研究開発実施者 @  国民への知識の 供給 ( 教育 ) 

をミ ・ ソ，ンョン の一つとして 兼ねる大学や 基礎研究型の 公的研究機関となる。 

技伍 革新促進型 ( イノベーション 促進型 ): 経済・産業の 発展を主目的としたものであ り、 したがって、 その成果の 

且終 需要者として @  その担い手であ る産業を念頭においたもの。 そのため、 主たる研究開発実施 討九 イノベーシ 

ョンの担い手てあ る民間企業や、 民間企業に技術 知 講を供給する 大学やイノベーション 型の公的研究機関となる。 

国家事案実施型 ( ミッション実施型 ): 国家として行うべき 事業の実施を 主目的としたものであ り、 したがって 、 そ 

の 成果の最終需要者として @t  国 自体を念頭においたもの。 そのため、 研究開発実施者として @  当該事業の実施主 

体としてミッションを 与えられた公的研究機関や 当該機関に技術を 提供する大学・ 民間企業となる。 

このうち、 本論文において @  イノベーション 促進型の研究開発資金を 中心に講読する。 もちろん、 いずれの場合であ 

っても、 得られた研究成果には 波及効果があ ることから、 強弱こそあ れイノベーションに 寄与することになるものの、 イ 

ノベーション 促進という視点から 見た場合、 やはり、 このイノベーション 促進型の研究開発資金に 係る配分システム ( 制 

度 、 紐精等 ) をどのように 構築すべきかという 問題 @  重要な課題でなる。 

このイノベーション 促進型の資金配分システムとして @  大学公的研究機関と 民間企業がプレ ヤ一 として存在する 
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こと、 また、 それら 力垣 いに連携することが 望ましいことを 踏まえると、 以下のような 資金配分システムに 分類されるこ 

とができよう。 なお、 その 捺 、 一つの国において 複数のパターンカ 存在し得ることに 留意する。 

  ①パターン ] : 資金配分枝 関 ( 国 又は独立機関 ) が、 主として民間企業に 資金配分する 場合。 その際、 大学・公的研 

究 機関とコンソーシアムを 組む場合もあ る。 

  ②パターン 2: 資金理分機関 ( 国 又は独立機関 ) が 、 主として大学，公的研究機関に 配分する場合。 その 捺 、 当該 大 
学 ・公的研究機関が 民間企業と何らかの 形で連携することが 求められる。 

  ③パターン 3: 公的研究機関が 、 自ら研究を行うとともに、 資金配分機関としても 機能し 、 主として民間企業に 資金 

理分する場合。 

  ④パターン 4 : 資金配分枝関は 存在せず、 公的研究機関に 対して資金配分し、 その 臆 反問と共同研究を 行 う 場合。 

3. 世界 名掴め イノベーション 促進型資金配分システムの 比較 

世界主要各国における 主要なイノベーション 促進型の機関・ 制度を比較すると、 表 「の通り。 特に 80 年代まで @  欧 

米 諸国を中心に・イノベーション 促進や特に民間企業に 対する研究開発資金の 提仰臥行うべきでないという 考えが大き 

な 影 菩を与えていたが、 80 年代以降 ( 特に 90 年代以降 ) 、 多くの国において、 その内容，金額に 差異はあ るものの，イ 
ノベーション 型の資金配分枝 関 とその機関が 実施する黄金配分制度を 整備してきていることが 分かる。 

ミ舌 乏 Ⅰ     各国の主要なイノベーション 促進型黄金配分システムの 比較 
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4. イ / ベーショ                   と NIS の関係に係る 考察 

。 。 ' 仮 "' 

このように各国においてイノベーション 促進型の資金配分システムが 整備される中で、 その仕組みは 各国によって 異な 

っている。 もちろん、 この資金配分システムの 違いに関して i   、 当該国の政策意図や 過去の経緯その 他が 影 菩を与えてい 

ると考えられるものの、 本論文において @  各国のナショナル・イノベーション・システムの 違いとの関係から 考察する。 
具体的に l   、 以下のシンプルな 仮説の下で考案を 行う。 すな ね ち、 

「国は、 イノベーションの 促進を図るにあ たって、 そのナショナル・イノベーション・システム (NlS) のプレーヤ 

一 てあ る大学、 公的研究機関、 民間企業のうち 強い プトヤ 一の能力を活用すべく 資金提供するとともに、 その資金 

提供にあ たっては可能な 範囲で既存の 組技を活用する 傾向にあ る。 」 

この仮説を更に 分解して説明する。 ( ただし、 一国において 複数 の パターンがあ り得ることは 前述の通りじ 

の 民櫛 拾集の瑚 兜視蔑構 ヵガ 席ぃ 田面牧民 勧 f 実を中砂として 尭醐 ガ音 拉簗 / 力る。 かサーンけ 

研究開発型の 大企業が多 い など民間企業の 研究開発能力が 比較的強 い 場合、 国が一般的に 支援することが 正当化さ 

れる中長期ハイリスクの 研究開発事業について・ 民間企業がそれを 担う能力を有しているため、 イノベーションに 直 

結する民間企業を 中心とした資金配分横関が 構築される。 その 捺 、 資金配分枝 関が 、 大学はもちろん、 公的研究楼蘭 

に対して黄金配分を 行うという上位に 位置づけられることになる。 

② ホ 一 % 力 の席Ⅱ廣で㍉ 大大学を中めとして 費藍瑚ガゥ溝臆 される。 ク汐 一ン クノ 

大学や ネ 4! 半知識増進型の 公的研究機関の 研究能力が強い % 台、 その成果を民間企業に 活かすことによって イ / ベ一 

・ ンョン を促進することが 可能となるため、 それらに対するイノベーション 促進型の資金提供が 重視される。 特に 、 大 

学 等の研究能力の 強い国において ft  従来から、 科学知識 ( サイェンス ) 振 典型の資金配分機関が 発達していること 

から、 これらの機関において、 イノベーション 促進型の資金理分制度を 追加構築することになる。 

磁 、 蹄磁 街の研究勃発能力 ヵ俺い 回れよ d 、 め 研究機 めり fSg ら 研究 笏宅 至をせ 9 睡チる 。 クサーン 3 ノ 

国家事業遂行型の 公的研究 世 関の研究開発能力が 強 い 時合、 これらの公的研究機関 @%  従来から存在する 資金配分 

ルート，リンケージを 活用して民間企業のイノベーションを 促進することが 可能となる。 

④ 民勧拾 襄や文物研究 勃宅構加扇 い回れよイノベーション 型の公的研究 技軸 W@ ご 離離する。 か汐 一ン 4/ 

民間企業や大学の 研究開発能力が 比較的弱い場合 l たこれらの能力を 活用してイノベーションを 促進することが 困 

難であ るため、 国 l%  強力なイノベーション 促進型の公的研究機関を 設置し、 技術成果を生み 出す ( あ るいは海外か 

ら導入する ) とともに、 その成果を民間企業に 移転する。 その 捺 、 資金配分機関 は 設置されない。 

  "   海 "   ぬ ""M   

上記仮説に基づき、 表 ] で比較した主要な ィ / ベーション型資金配分機関・ 制度を、 パターンⅠ～ 4 に分けて分類する 

と 表 2 の通り。 定性的な評価には 過ぎないものの、 対 GDP 比 民間研究開発費が OECD 諸国上位 5 カ国であ る全てがパタ 

ーン 1 の制度を有するなど、 概ね上記仮説は 説明可能てあ ると考えられる。 以下主要な国について 説明する。 

  米国 : 一般的に、 民間企業の研究開発能力は 比較的高く ( 対 GDP 比 研究開発費は 1.8 ん OECD 諸国中 5 位。 ) 、 民 

間 向けのイノベーション 促進制度として AT 正が制度化されている。 この A@  は全額的に比較的に 多いわけでは 必ず 

しもないが、 米国は公的研究機関も 強く、 DOD 、 DOE 等を通じた民間企業に 対する実質上のイノベーション 支援も 

多く行われている。 なお、 米国 @ も大学のレベルについても、 世界で最高水準にあ ると言われるが、 表には入れてい 

ないものの、 NSF を通じた産学協同施設への 支援などは存在する。 

  欧州 : 一般的に、 欧州全体の民間企業の 対 GDP 比 研究開発費 @  OECD 全体 (1.5%) と比較して全体的に 低いレ 

ベルにあ り、 英国、 ト ・の、 フラ狐はそれそれ「． 3% (13 位 ) 、 1.7% ( 同 9 位 ) 、 1.4% ( 同 12 位 ) であ る。 ただし、 英国 

はケ 、 ノ ブ " わゾ を代表とする 私立大学が・ ト " イ ソ l ま 77 ケ スフ " ラン ゥ 、 フラウ 刀た フ 7- 、 鵠俺ル批カー 等の各種公的研究椀閣 が 、 また、 

フラ漱は CNRS 等の基礎研究分野の 公的研究 構関 が発達しており、 これらを通じたパターン 2 、 7% 一ン 3 のイノベ 

ーション促進型の 制度が構築されてきていると 解釈される。 なお、 スウェ テり 、 刀わ 卦 ・ l;L 民間企業の対 GDP 比 研究 

開発 剤 t  それそれ 3,3%  ( 同 「 位 ) 、 2.4%  ( 同 2 位 ) と高いレベルを 誇っており、 また、 パターン 1 の民間企業向 

けの資金配分機関が 整備されている。 
  日本・アジア : 日本、 韓国における 民間企業の対 GDP 比 研究開発 剣久 それそれ 2.3%  ( 同 3 位 ) 、 22%  ( 同 4 位 ) 

であ り、 また、 パターン 1 であ る民間企業向けの 資金配分機関が 整備されている。 一方、 台 倒古 研究開発型の 民間 

企業は多く存在するものの、 産業構造として 中長期ハイリスクの 研究開発事業を 担えるような 大企業は少なく、 また、 

衰州は ついても、 研究開発型の 大企業は少なく ( 民間企業の対 GDP 比 研究開発費は 0.8%  ( 同 20 位 )) 、 したがって 

7% 一ン 4 となっているものと 考えられる。 
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表 2 : イノベーション 型資金配分制度・ 機関の分類とそのパターン 

分類 仮説 パターンに該当する 国と機関・制度 

①パターン ]     憶ヰ旋 圭の能力カ宿し 旧 l 米国 笘 TP) 、 加ェ テ ・ ンゆ NN ひ ん の、 フィ 巧卦   ( 正 Ⅰ S) 、 日本 
(NEDO), 9 国 (KlSTHP 、 TCP 、 lm ん 

ひ %    CTPC). フラ・ノス㎝ M 供曳 ・・・中小企業向け ) 
② ¥ ターン 2     大学・公的研究 桟懐 ( 科学 知 廿ダ (CFl) 、 欧州 ( Ⅰ モ ) 、 英国 (R ㎝ N の， 仏午 RD 

講振 典型 ) の能力が高 い国 
③スターン 3 公的研究 枝関 ( 国家事業遂行 米国 ( Ⅶ化 DOE) 、 ドけ (HGF 戸り 

即の能力 ヵ掴 
⑨ 的一ン 4     民間企業・大学の 能力が比較 台湾㎝Ⅱ ) 、 東州⑪ gRo) 

椎旧 

(3) "b 一 "           けの 変ィ b) 

このような各国のパターン @  各国に昔 還 的なものではなく、 その当該国の 科学技術・経済産業の 発展に伴って 変化す 

るものと考えられる。 具体的に @  パターン 2 、 3 はそれそれ、 科学知識 振 典型、 国家事 業 遂行型の資金配分システム と 

ともに発展することに 加え、 経済産業の発展に 伴って、 パターン 4 からパターン「への 重点の移行が 進み、 これに伴い、 

資金配分機関と 公的研究機関の 位置づけも変化するものと 考えられる。 以下、 簡単な事例を 示す。 
  日本の堤 合 :( 研究所主体であ った工業技術院の 一部機能をアウトソーシンバするため 設立された NEDO が資金配分 

機関として、 研究所への資金供給を 行うこととなった 仇 ) 戦後直後、 民間企業が研究開発能力を 有していなかった 

頃 た パターン 4 として、 l 日工業技術院の 研究所が、 海外から技術を 導入するとともに 自ら研究開発を 行い、 その成 

果を民間企業に 移転することによって 日本のイノベーションの 主要な役割を 担っていた。 その後、 民間企業が強くな 

るほ つれて、 旧 工業技術院本院が、 民間企業への 研究開発の資金配分と 研究所での研究を 総合調整する 形で、 民間へ 

の資金配分機能が 互生 ィヒ されたが、 釦 年代以降、 その資金配分機能の 多く @ 九 資金配分機関 ( 執行機関 ) としての NEDO 
(1980 年設立。 89 年に産業技術を 追加 ) 経由に移行されることとなったまた、 2001 年の省庁 再輻 時において、 

工業技術院のうち、 各研究所は産業技術総合研究所㎝ lS つ として独立する 一方、 本省における 研究企画楼 能は スリ 

ム化され、 その一部が NEDO に移管されることになっ 缶 その結果、 資金配分機関であ る NEDO が、 産業技術総合 

研究所に対する 一部資金を供給する 側になっている。 

  万万ンド・韓国の 堤 合 : ( 国立研究所から 独立する形でイノベーション 型の資金配分機関 力捌註 された 例 。 ) 7 ィンラント・ 

の TE@ モ S@  もともと国立研究所てあ る V ⅡからⅠ㏄ 3 年に分離され 設立され、 現在で @  ⅤⅡの予算を 大幅に超 

えている。 韓国において l た 87 年に公的研究機関であ る KlS 丁の付属機関として 政策研究と評価業務を 行 う 政策研究 

評価センター (CS7P) が設立され、 その後、 研究管理業務・ 企画業務を加え、 政策研究所 (S Ⅰ モ Pl) となり、 ㏄ 年 

の 改編時に f 曲研究管理・ 評価部門が K@STEP として独立し、 資金配分機能を 担うようになった。 

5. まとめ 

本論文において @  世界各国において、 イノベーション 促進型の資金配分システムのあ り方に関心が 高まる中、 世界各 

国の比較分析を 行うことによって、 当該国のイノベーションシステム (NlS) の状況に応じて、 民間企業を中心とした 資 

金 配分機関、 大学を中心とした 資金配分横関、 あ るⅡ 曲 民間企業と連携する 公的研究機関等のいずれのシステムが 中心 

的役割を担 う のかを論じるとともに、 そのシステム @  N@S の変化に伴い 変化するものであ ることを論じた。 

もちろん、 このようなシステムに 係る焦思決定 @   、 当該国の政治経済的状況にも 依存するものであ り、 そのような ミク 

ロ約視点からの 詳論は各種存在するものと 考えるが、 マクロ的傾向としては 存在するのではと 考える。 ただし、 今後、 更 

に各国比較を 精 紋 化するとともに、 その仮説の前提となる 理論的背景を 明確化することが 必要であ る。 
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